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	（問１）今回の支払告示及び資本取引告示の改正内容及び趣旨如何。
	（問２）支払告示第１号（イ、ロ、ホ、ウ）及び資本取引告示第１号から第３号までにおいて規定している「対象者（当該非居住者）のために対象者（当該非居住者）以外の名義で行われるものその他の当該対象者（当該非居住者）のために直接又は間接に行われるもの」というのは、どのような取引を指しているのか。
	（問３）今回の改正の対象外となっている制裁対象者（「資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人」等）については、制裁対象者のために第三者の名義で行われる支払等や資本取引といった、制裁対象者のために間接に行われる支払等及び資本取引の規制の対象外となるのか。
	（問４）支払告示第２号（二、ホ）において制裁対象者に実質的に支配されている法人その他の団体に対する支払等も規制対象としているが、規制の趣旨如何。
	（問５）支払告示第２号（二、ホ）に規定する「実質的に支配されている法人その他の団体」とは、具体的にどのような場合に該当するのか。
	（問６）制裁対象者のために第三者の名義で行われる支払等、制裁対象者のために間接に行われる支払等及び制裁対象者に実質的に支配されている者との支払等について、銀行等は外為法第17条に基づく確認義務について、どのように履行すればよいのか。

